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教育指導担当 

 

令和５年度第３回港区教育委員会いじめ問題対策会議の報告について 

 

 

１ 日  時 

  令和６年２月２日（金） 午後１時から２時まで 

 

２ 場  所 

  港区立教育センター ４階 研修室１・２ 

 

３ 出 席 者 

港 区 

港区教育委員会 

教育長（会長） 浦田 幹男 

学校教育部長（副会長） 吉野 達雄 

子ども若者支援課長  矢ノ目 真展 

子ども家庭支援センター所長  石原 輝章 

人権・男女平等参画担当課長 藤咲 絢介 

教育指導担当課長 篠﨑 玲子 

学 校 
区立小学校長会副会長（御田小学校長） 齋藤 恵 

区立中学校長会副会長（お台場学園港陽中学校長） 大島 一浩 

学識経験者 明治学院大学 教授 小野 昌彦 

医 学 医師 武石 恭一 

心 理 教育センター相談員 代理 林 もも子 

福 祉 スクールソーシャルワーカー 代理 新行内 勝善 

法 律 学校法律相談弁護士 代理 面川 典子 

 

 

警 察 

 

 

愛宕警察署生活安全課長 佐藤 淳也 

三田警察署生活安全課長 代理 狩野 純一 

高輪警察署生活安全課長 近   将 

麻布警察署生活安全課長 金子 貴士 

赤坂警察署生活安全課長 代理 秋元 史典 

東京湾岸警察署生活安全課長 清水 義和 

   

 

令和６年２月２６日 

教育委員会報告資料 No.６ 

報告内容 

令和６年２月２日(金)に開催した第３回港区教育委員会いじめ問題対策会議の内容に

ついて報告します。 
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【オブザーバー】 

港 区 

港区教育委員会 

教育長職務代理者 田谷 克裕 

教育委員 寺原 真希子 

教育委員 中村 博 

高輪地区総合支所副総合支所長兼管理課長 櫻庭 靖之 

児童相談所 児童相談課児童福祉係長 小野寺 芳真 

 

４ 議  事 

（１）いじめに関する現状について                  【資料１】 

（２）学校で起きたいじめの事例について               【資料２】 

（３）３学期における学校のいじめへの対応について          【資料３】 

（４）令和５年度 

「子どもの権利」等に関する認知度調査結果（確定値）について   【資料４】 

 

５ 意見交換 

（１）子ども家庭支援センター所長 石原 輝章 委員 

前回報告したケースについて経過を報告する。１１月に、子ども家庭支援セン

ターの職員が学校を訪問し、当該児童の面談を行った。その結果を踏まえて、保

護者には丁寧に当該児童が思ってることについて説明した。 

また、学校の方でも日頃から当該児童の声を聞いて、保護者に伝えたり、教育

委員会でも保護者からの訴えを聞いたりと三者が協働して取り組んだことで、当

該児童は学校に通えるようになり、保護者からの意見も徐々に減っていった。 

三者が連携をしながら、対応を進めた好事例となった。 

 

（２）教育センター 林 もも子 相談員 

 小学校の事例について２件報告する。１件目は、保護者と学校のいじめについ

ての認識が異なっていた事例である。保護者は子どもの言うことのみを信じ、い

じめがあると訴えていたが、実際のところ、当該児童は友達が嫌がることを相当

していた。学校と情報共有し、保護者の訴えに寄り添った対応をしたことで学校

がきちんと話を聞いてくれることが安心感となり、解決につながった。 

 ２件目は、いじめの実態はなかったが、当該児童が他の児童の行動に恐怖を感

じているという保護者からの訴えがあった件である。当該児童の心情に寄り添い、

当該児童や保護者の不安感を解消するための方針を学校が示したことで、現在、

当該児童は楽しく学校に通うことができている。 

 

（３）区立小学校長会副会長（御田小学校長） 齋藤 恵 委員 

保護者の訴えと実態が異なるということはよくある。子どもの言い分を信じる

ことは大切だが、子どもはわざとではないが、保護者に伝えていないことがある。

そうすると事実が少し変わってきてしまう。丁寧に時間をかけて聞き取りをして

事実確認をしていながら対応している。信頼関係が構築されていないと解決が難
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しいため、まずは保護者の心配事を汲み取って、丁寧に対応し安心してもらう。

その中で、こちらから伝えるべきことを少しずつ伝えていくことを繰り返してい

る。 

 

（４）区立中学校長会副会長（お台場学園港陽中学校長） 大島 一浩 委員 

中学生の場合、生徒はお互いの都合のいいことを教員に言ってくる。その前段

に何があったか、経緯を含めて詳しく聞いていかないと、子ども達自身が最後腑

に落ちないという実感がある。 

また、本日の話から、保護者対応において、学校への相談はもちろん、子ども

家庭支援センターや教育相談へ相談しても学校としっかり繋がっており、教員が

協力して対応していることを保護者に理解してもらうことが、とても大切だと感

じた。 

 

（５）児童相談課 小野寺 芳真 児童福祉係長  

 今回は学校の認識と保護者の認識のずれがテーマだが、児童相談所でも保護者

と認識がずれることがある。児童相談所としては虐待という捉えでも、保護者は

しつけであるとか、必要な行為であると主張することがある。このような状況で

重要なことは、認識のずれの基がどこにあるかを掘り下げることだと考える。 

今回の資料２の事例であれば、当該児童の訴えがずれの根本にある。なぜ事実

ではないことを保護者にいったのか。そこには子どもなりの意味があるはずであ

る。例えば、虐待でも子どもがやられたと訴え、保護者はやっていないというケ

ースで詳細を調べると、本当に保護者は何もしていないことが実際にあった。そ

の背景には子どもなりの困り感など様々な要因が潜んでいる。今回の事例で言え

ば、子どもなりに空気を読むような回答しなければならないという親子の中の緊

張関係があったのかもしれない。 

だからこそ、子ども家庭支援センターと連携して当該児童へのアセスメントを

実施したという手法は効果的な対応方法だと考える。子どもを守る、子どもの権

利を守るというところでは、絶対引いてはいけないからこそ、子どもを軸にした

対応を心がけていく必要がある。 

 

（６）教育指導担当課長 篠﨑 玲子 委員 

教育委員会事務局としてもただ学校へ対応を指示するだけではなく、根本的に

なぜそういうことが起きるのか、認識のずれの基はどこにあるのか、意識して対

応できるように、都度学校へ伝えている。 

 

（７）愛宕警察署生活安全課長 佐藤 淳也 委員 

     愛宕警察署の管内ではいじめに係る事例は非常に少ないが、年末からいじめが

背景にあると思われる事案に対応している。本件も保護者と学校側の認識の中で

ずれがあるが、保護者、学校とはうまく情報共有ができており、対応を進めてい

る。いずれ紹介できる機会があればと考えている。 
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（８）三田警察署生活安全課 狩野 純一 課長代理 

三田警察署の管内では大きな事案もなく、警察が学校に入って対応するケース

はない。しかし、低学年の保護者から子どもがいじめられてるという相談を受理

することは多々ある。学校に事実確認の連絡をすると、一方的ないじめという状

況ではないことが多い。 

警察という立場では、事件性があるかどうかを見据えて対応していくため、学

校でも問題を認知した場合、引き続き早期に連絡してほしい。 

 

（９）高輪警察署生活安全課長 近 将 委員 

     他の管内と似た状況にある。やはり保護者同士の話の食い違いがよく起こる。

ある保護者から子どもがいじめられていると何度も連絡があり対応したが、状況

を精査したところ、その保護者の子どもがむしろ発端であったという事例もあっ

た。いじめ問題は一人ひとり深く話を聞いてみないと分からないところが難しい。 

 

（１０）麻布警察署生活安全課長 金子 貴士 委員 

    都内では過剰な推し活やオーバードーズなどの問題起きているが、その遠因に

いじめがあり、自分の居場所を求め、そうした行動にでてしまう子ども達の対応

をすることがある。どのように解決していくか模索しながら取り組んでいる。 

 

（１１）赤坂警察署生活安全課 秋元 史典 課長代理 

     赤坂管内でも２件取り扱ったが、総論としては深刻な内容ではないと捉えてい

る。しかしながら、いじめ問題の背景には、ＤＶや家庭環境が大きく影響するよ

うなことが多いと考えている。子どもが関わっている場合、いじめ問題が潜んで

いるのでないかといった視点から、兆候をつかむような取り組みを日常的に行っ

ている。 

     過去に扱った事例を紹介する。中学校３年生の事例である。警察に被害生徒か

ら、陰湿ないじめにあっていると訴えがあり、内容の深刻さから少年事件課と少

年育成課で対応したところ、事実行為は全くなかった。保護者が子どもにひどい

いじめを受けていると言わせていた、という事例があった。全く事実がないもの

が、事実があったかのようにされてしまうこともある。 

今後も学校と連携しながら、いじめ問題について対応していく。 

 

（１２）東京湾岸警察署生活安全課長 清水 義和 委員 

本日の報告の中で気になった点について取り上げる。いじめの認知件数は小学

校が１１７件、中学校が４件となっており、差がとても大きい。 

いじめの最悪の結果は自殺だと考えているが、自殺者の中には人に相談できず

亡くなる事例が多い。潜在的ないじめがあると考え、掘り下げて調査をすること

が必要なのではないかと考える。 
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（１３）医師 武石 恭一 委員 

本日の内容について臨床の知見から２点お話する。１点目は先程の赤坂警察署

の話にもあった作り話の件についてである。発達に課題のある人の中には、背景

を知らなければ信じてしまうような嘘をついてしまう人がいる。このことは嘘を

ついてはいけないということよりも、その人が必死に今の状況を掴んで、自分な

りに自分を認めてもらいたいという行動をとったと理解する必要がある。背景や

経緯を追いながら話を聞いていく必要がある。 

２点目は資料２のケースについてである。このケースはまだ終わったわけでは

なく、今後も場合によっては保護者がエスカレートする可能性が非常に高いと思

う。本ケースの児童はアスペルガーであると思われ、本当にこちらが善意でやっ

たことでも被害的に受け取る可能性がある。関係する人々がＡＳＤに対応すると

いう軸をもっていないと将来的に対応が難しくなってしまうことが想定される。

家族が同様の気質をもっている場合はなおさらである。アスペルガーの子どもは、

見通しがあればそれに従うことができるという特質をもっていることから、小学

校の段階から適切な支援をお願いしたい。 

 

（１４）学校法律相談弁護士 面川 典子 弁護士 

私が担当してる学校からの相談はあまりないのが現状である。しかし、子ども

が発達障害である場合、法律の面だけでの対応が難しいケースが多と思っている。

法律家として何ができるか悩ましい部分がある。 

 

（１５）新行内 勝善 スクールソーシャルワーカー 

スクールソーシャルワーカーとしては直接いじめの事例に対応することは必ず

しも多くない。しかし背景として家庭の困り感があるということであれば、スク

ールソーシャルワーカーとしては家庭のサポートという役割からできることがあ

ると考える。例えば、武石委員の話からはカサンドラ症候群という可能性もあり

得るため、ソーシャルワーカーとしての支援ができると考える。 

 

（１６）明治学院大学教授 小野 昌彦 委員 

資料２のケースについては、本当に事実としていじめがないとすれば、当該児

童がこのいじめを訴えることによって、何か人と関係がもてるとか、保護者に話

を聞いてもらえるといった行動分析を行い、その行動にどのような意味があるの

か考える必要がある。 

発達障害が想定される場合、武石委員の話にもあったが、行動特性を的確に把

握し、個別の教育指導計画をしっかり組んで行かなければならない。アセスメン

トを行い、いじめになる前段階で、様々な子ども達と適切に関われるようにして

いく必要がある。また、客観的な事実をおさえるために、事実関係を簡単に書け

るカードを作成しておいて、何かあったらすぐに教員に渡せるように、システム

を構築するとよい。 

港区は教員が熱心に取り組んでおり、モデルになるのではなかと思う。 
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教育指導担当 

 

いじめに関する現状について 

 

 令和５ 年１ １ 月の「 ふれあい月間」 のいじ め調査において、 いじ めの認知件数等につい

て以下のよう な結果と なり まし た。  

 

１ いじめと認知した件数（令和５年１１月３０日現在） 

校 種 令和５ 年１ １ 月調査（ ７ 月～１ １ 月）  令和５ 年６ 月調査（ ４ 月～６ 月）  

小学校 
１ １ ７  

件 

１ 年生 ３ ０ 件（ 解消１ ０ 件、 指導中２ ０ 件）  

１ ２ ９  

件 

１ 年生 ２ ７ 件（ 解消２ ０ 件、 指導中 ７ 件）  

２ 年生 １ ９ 件（ 解消１ １ 件、 指導中 ８ 件）  ２ 年生 ２ ０ 件（ 解消１ ３ 件、 指導中 ７ 件）  

３ 年生 １ ７ 件（ 解消 ６ 件、 指導中１ １ 件）  ３ 年生 ２ ７ 件（ 解消１ ７ 件、 指導中１ ０ 件）  

４ 年生 １ ４ 件（ 解消１ ０ 件、 指導中 ４ 件）  ４ 年生 ２ ４ 件（ 解消 ９ 件、 指導中１ ５ 件）  

５ 年生 ２ １ 件（ 解消１ ３ 件、 指導中 ８ 件）  ５ 年生 １ ７ 件（ 解消 ４ 件、 指導中１ ３ 件）  

６ 年生 １ ６ 件（ 解消 ４ 件、 指導中１ ２ 件）  ６ 年生 １ ４ 件（ 解消 ６ 件、 指導中 ８ 件）  

中学校  ４ 件 

１ 年生 ２ 件（ 解消 １ 件、 指導中 １ 件）  

 ４ 件 

１ 年生 ２ 件（ 解消 １ 件、 指導中 １ 件）  

２ 年生 １ 件（ 解消 １ 件、 指導中 ０ 件）  ２ 年生 １ 件（ 解消 ０ 件、 指導中 １ 件）  

３ 年生 １ 件（ 解消 ０ 件、 指導中 １ 件）  ３ 年生 １ 件（ 解消 ０ 件、 指導中 １ 件）  

合 計 １ ２ １ 件  １ ２ １ 件（ 解消５ ６ 件、 指導中６ ５ 件）  １ ３ ３ 件  １ ３ ３ 件（ 解消７ ０ 件、 指導中６ ３ 件） 

※ 前回の報告では、 ６ 月の調査における全１ ３ ３ 件のいじ めのう ち、 解消が７ ０ 件、 指導

中（ 経過観察を 含む） が６ ３ 件でし たが、 １ １ 月の調査では、 全１ ２ １ 件のう ち、 解消

が５ ６ 件、 指導中が６ ５ 件と なり まし た。  

 

２ 発覚のきっかけ 

校 種 

令和５ 年１ １ 月調査（ ７ 月～１ １ 月）  

いじ めの認知件数 １ ２ １ 件中 

令和５ 年６ 月調査（ ４ 月～６ 月）  

いじ めの認知件数 １ ３ ３ 件中 

保護者から

の訴え  

本人によ る 報告 

（ アン ケート 含む）  

他の児童・ 生徒 

から の情報 

（ アン ケート 含む）  

担任・ その

他の教員等

によ る 発見 

保護者から

の訴え  

本人によ る 報告 

（ アン ケ ート 含む）  

他の児童・ 生徒 

から の情報 

（ アン ケ ート 含む）  

担任・ その

他の教員等

によ る 発見 

小学校 ３ ７ 件 ５ ３ 件  ４ 件  ２ ３ 件 ３ ７ 件 ４ ２ 件  ４ 件 ４ ６ 件 

中学校  １ 件  ２ 件  ０ 件  １ 件  １ 件  １ 件  ０ 件  ２ 件 

 

 

 

 

 

 

 

資料 １ 



2 

 

３ 様態（複数回答可） 

様   態 
令和５ 年１ １ 月調査（ ７ 月～１ １ 月）  令和５ 年６ 月調査（ ４ 月～６ 月）  

小学校 中学校 小学校 中学校 

悪口や嫌なこ と を 言われる  

（ から かい、 ち ょ っ かいを 含む）  
８ ５ 件  ３ 件 ９ ６ 件  ３ 件 

仲間はずれ、 無視 １ ９ 件  ０ 件 １ ４ 件  １ 件 

軽い接触 ３ ５ 件  ０ 件 ２ ７ 件  １ 件 

強い接触  １ ３ 件  １ 件 ２ ２ 件  ２ 件 

金品のたかり   ０ 件  ０ 件  ２ 件  ０ 件 

物品へのいたずら   ８ 件  １ 件 １ ３ 件  ２ 件 

嫌なこ と を 強要  ５ 件  ０ 件  ５ 件  １ 件 

ネッ ト 関連でのいたずら   １ 件  １ 件  ２ 件  ０ 件 

その他  ０ 件  ０ 件  ０ 件  ０ 件 

 

４ まとめ 

（ １ ） 特徴 

① いじ め発生の件数は小学校１ 年生が多い傾向が続いている。 高学年になるに

し たがっ て、解消までに時間のかかる事例が増える傾向にある。中学校では、

どの学年でも 発生し ているが、 解消し ている割合が高い。  

② いじ め発見のき っ かけは、 小学校、 中学校と も に、「 本人から 訴え」 が最も 多

く 、 児童・ 生徒が自ら 助けを 求めるこ と ができ るよう になっ ている。  

③ いじ めの様態では「 悪口や嫌なこ と を言われる（ から かい、 ちょ っ かいを 含

む）」 の言葉によるも のは最も 多い。 小学校では、 蹴る、 叩く などの「 軽い接

触」 や、 怪我につながる「 強い接触」 も 多い。  

（ ２ ） 今回の結果を 踏まえた、 今後の港区の対応 

① 学校 

・  児童・ 生徒が信頼し て相談でき る関係を さ ら に構築すると と も に、スク ー

ルカ ウンセラ ー等を 含む全ての教職員によ る相談体制の一層の充実を 図

る。  

・  小学校では、 悪口、 嫌なこ と に次いで、 蹴る、 叩く などの「 軽い接触」 が

多いため、自分の気持ちを コ ント ロールする、相手の嫌がるこ と をし ない、

と いっ た社会性を 育んでいく 。また、中学校では、 解消に至る割合が高い

こ と から 、引き 続き 、指導後の経過観察を 注意深く 行い、解消につながる

よう に取り 組んでいく 。  

② 教育委員会 

港区立教育センタ ーの相談窓口や「 みなと 子ども 相談ねっ と 」 等の相談窓口

を児童・ 生徒及び保護者に周知し 、 誰も が相談し やすい体制の一層の充実を図

る。  
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教育指導担当 

 

学校で起きたいじめの事例について 

 

１ 学校と保護者とで見解が異なり、学校側の対応に対する理解が得られにくいケース 

 

（ １ ）【 概  要】  

１ ０ 月１ ８ 日（ 水）、 被害児童保護者（ 父親） から 、 教育センタ ーに架電があり 、「 加害

児童から 、 毎日のよう に暴力を 振る われる。 学校に指導を 依頼し ても 解決さ れない」 と

の訴えがあっ た。 学校が調査し 、 校内いじ め対策委員会で検討を 行っ たが、 いじ めの実

態はなかっ た。 し かし 、 被害児童保護者は納得せず、 学校及び指導主事、 子ども 家庭支

援センタ ーが連携し て対応し た。  

 

（ ２ ）【 関係児童】  

・ 被害児童…小学３ 年生 男子児童１ 名（ 以下、 被害児童）  

      ※児童Ａ は特別支援教室に通室し ている。 他の児童と コ ミ ュ ニケーショ

ンをと る姿がほと んどみら れないこ と や表情等から 、学校はＡ Ｓ Ｄ ＊傾

向があると 見立てている。  
＊Ａ Ｓ Ｄ  

言葉や、 言葉以外の方法、 例えば、 表情、 視線、 身振り などから 相手の

考えているこ と を 読み取っ たり 、 自分の考えを 伝えたり するこ と が不

得手であっ たり 、 特定のこ と に強い興味や関心を も っ ていたり と いっ

た、 こ だわり がある行動特性のこ と 。  

・ 関係児童…小学３ 年生 男子児童２ 名（ 以下関係児童Ａ 、 関係児童Ｂ ）  

 

（ ３ ）【 経緯】  

１ ０ 月１ ８ 日（ 水）  

 

被害児童保護者（父）からの訴えについて 

教育センタ ーに被害児童保護者（ 父） から 架電があり 、 次の

２ 点の訴えがあっ た。  

○被害児童は、関係児童Ａ に殴ら れるので「 学校に行き たく

ない」 と 言っ ており 、 殴ら れないよう にし てほし い。  

○学級担任、副校長にも 相談し たが、学校の対応は信用でき

ないので、教育委員会から 連絡し 、学校を指導し てほし い。 

 

学校及び教育委員会の対応について 

指導主事が副校長に連絡し 、 被害児童保護者（ 父） の訴えに

ついて伝えた。また、本件について事実確認を 行う と と も に、

被害児童保護者（ 父） と 話し 合い、 被害児童の気落ちに寄り

添っ た指導を 行う よう 助言し た。  

資料 ２ 
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１ ０ 月１ ９ 日（ 木）  

 

被害児童や関係児童等からの聞き取りについて 

被害児童や関係児童及び周囲の児童から の聞き 取り から は、

被害児童保護者（ 父） が訴えるたよう な暴力行為は確認でき

なかっ た。  

 

校内いじめ対策委員会での対応について 

学校は、 被害児童や関係児童等への聞き 取り を 踏まえ、 校内

いじ め対策委員会を開催し た。 現状を以下のよう に分析し 、

対応を決定し た。  

○学級担任、他の教員から 見て、被害児童への暴力行為はな

く 、 いじ めの実態はなかっ た。  

○被害児童によると 、呼びかけら れながら 肩を 叩かれるこ と

を暴力と 捉え、 保護者に伝えている様子である。  

○被害児童保護者（ 父） は、 被害児童の言葉のみを 信じ 今回

の御意見につながっ たと 考えら れる。  

（対応） 

学校での様子を、 でき るだけ毎日、 学級担任から 被害児童保

護者（ 父） に連絡し 、 不安の解消を 図る。  

 

被害児童保護者（父）への学校の対応について 

学級担任から 被害児童保護者（ 父） に連絡し 、 学校で確認し

た事実や学校での様子を報告し た。 併せて、 家庭での子ども

と の関わり 方などを助言し たと こ ろ 、 被害児童保護者（ 父）

は落ち着いた様子であっ た。  

１ ０ 月２ ６ 日（ 木）  

 

被害児童保護者（父）からの再度の訴えについて 

教育センタ ーに被害児童保護者（ 父） から 再度架電があり 、

次の３ 点の訴えがあっ た。  

○先週の後半から 、関係児童Ａ 、関係児童Ｂ から 日替わり で

嫌がら せを さ れる。  

○学校に訴えているのに、改善し ていないので、改めてほし

い。 来年度の学級編成を配慮し てほし い。  

○被害児童保護者（ 父） と 関係児童Ｂ 保護者と の面談の場を

学校に設定し てほし い。  

 

校内いじめ対策委員会での対応について 

学校は校内いじ め対策委員会（ 第２ 回） を 開催し 、 現状を 以

下のよう に分析し 、 対応を 決定し た。  

○担任は毎日、 被害児童、 関係児童Ａ ・ Ｂ の様子を注意深く

見ており 、被害児童保護者（ 父） が言う よう な実態はない。 

○関係児童Ｂ 保護者と 面談の場は現在のと こ ろ 必要はない

と 考えている。そのため、校長から 直接父親に伝えるこ と
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にし た。  

○特別支援教室専門員から 、 被害児童は「 習い事が多いこ  

と や、自宅が学校から 離れているこ と から 、学校に行き た 

く ない」 と 話し ていたと の報告があり 、家庭環境の要因も  

問題の背景にあると 考えら れる。  

（対応） 

指導主事へ学校訪問を 依頼し 、 被害児童及び学級の状況を 協

議する。  

 

１ ０ 月２ ７ 日（ 金）  

 

教育委員会（指導主事）の対応について 

担当指導主事が学校訪問を 行い、 被害児童と 関係児童Ａ ・ Ｂ

及び学級の様子を観察し 、 以下２ 点を 見取っ た。  

○学習発表会に向け取り 組んでいた当該学級は、全体的に落

ち着かない様子であっ たが、被害児童が友達に何か嫌なこ

と を さ れる様子はなく 、和やかな様子で友達と 過ごし てい

た。  

○一方で、被害児童から 他の児童への関わり はほと んど見ら

れない。また、表情や言動から はＡ Ｓ Ｄ 傾向が見受けら れ

た。  

 

子ども家庭支援センターとの連携について 

被害児童保護者（ 母） から 子ども 家庭支援センタ ーに「 被害

児童がいじ めら れている」 と 架電があり 、 子ども 家庭支援セ

ンタ ー、 学校と 教育委員会で協議し 、 以下の対応を と るこ と

を 決定し た。  

（対応） 

○学校での被害児童の様子や保護者の話を 踏まえ、子ども 家

庭支援セン タ ー職員によ る 被害児童のアセスメ ン ト を 行

う 。  

○アセスメ ント の結果を 踏まえ、家庭、教員を 含め周囲の理 

解を 一層深めた上で、 学級内での児童間の関わり を 指導 

し ていく 。  

（被害児童母親の反応） 

被害児童保護者（ 母） はアセスメ ン ト を 行う こ と を 受け入れ

た。 また、「 すぐ に現状が解決するも のと は考えてはいない。

じ っ く り 対応し ていき たい」 と 話し た。  

１ ０ 月３ ０ 日（ 月）  

 

被害児童保護者（父）からの再度の訴えについて 

教育センタ ーに被害児童保護者（ 父） から 再度架電があり 、

以前と 同様の訴えを 繰り 返し た。  

被害児童保護者（ 母） と の間で情報の共有が全く 行われてお
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ら ず、 学校の対応方針に納得でき ていなかっ た。  

被害児童を学校に行かせる対応や、 被害児童保護者（ 母） が

スト レ スで寝たき り になっ ているなど、 家庭と し ての困り 感

が強いこ と も 判明し たため、 被害児童保護者（ 父） の話を 丁

寧に聞き 、 心情に寄り 添っ た。  

 

１ １ 月 ２ 日（ 木）  

 

子ども家庭支援センターによるアセスメントについて 

子ども 家庭支援センタ ー職員による アセスメ ント を 実施し 、

被害児童の行動特性等について被害児童保護者が理解を 深め

ら れるよう 支援し た。  

 

（ ４ ）【 現在の状況及び問題点】  

   ①学校、 子ども 家庭支援センタ ー、 教育委員会が連携し て対応し たこ と で、 被害児

童保護者の理解を得ら れるよ う に対応するこ と ができ 、 現在のと こ ろ 、 被害児童

保護者から の訴えは収まっ ている。  

   ②今後また、 被害児童保護者による訴えが想定さ れるこ と から 、 被害児童のアセス

メ ント 結果を踏まえ、 被害児童保護者を 含めて支援し ていく 必要がある。  

 

（ ５ ）【 本事例から 考えるべき 学校のいじ め問題への対応】  

   ①学校の見解（ いじ めの実態が認めら れない） に対し て、 納得がいかない保護者の

理解を 得るための対応について 

 

 

 

 

②学校の対応に対する 、 保護者の不満や不安の高まり を 解消する ための関係機関と

連携し た対応について 

学 校の認識： いじ めの実態は認めら れない。  

保護者の認識： 被害児童はいじ めら れている。  

 



 

 

 

３学期における学校のいじめへの対応について 

 

１  小学校長会 

（ １ ） 保護者と 連携し たいじ めへの対応について 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 児童主体のいじ め防止の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  中学校長会 

（ １ ） 保護者と 連携し たいじ めへの対応について 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 生徒主体のいじ め防止の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ３ 
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令和６ 年２ 月２ 日（ 金）  

子ども 家庭支援センタ ー 

 

 

令和５年度「子どもの権利」等に関する認知度調査結果（確定値）について 

 

 

１  調査の概要 

( １ ) 調査の目的 

港区基本計画において、 子ども の権利擁護を重視し た環境づく り のため

の活動指標と し て、「 子ども の権利」 等に関する 認知の実態を 把握し ます。

併せて、子ども の権利条約、子ども の相談窓口及びヤングケアラ ーについて

周知・ 啓発し ます。  

 

( ２ ) 調査対象者 

  区立小・ 中学校在籍の全児童・ 生徒 

令和５ 年１ ０ 月１ 日現在で、 児童 10, 647 人、 生徒 2, 285 人 

（ 10 月 24 日～26 日２ 校追加回答あり ）  

 

( ３ ) 調査期間   

令和５ 年１ ０ 月４ 日（ 水） ～１ ０ 月１ ８ 日（ 水）  

 

( ４ ) 調査方法 

  各学校を 通じ て学習用タ ブレッ ト で、 学級ごと に実施 

 

( ５ ) 回答人数（ 令和５ 年１ ２ 月１ 日現在）  

  小学校  ９ ， ５ ０ １ 人 （ 回収率： ８ ９ ． ２ ％）  

  中学校  １ ， ９ ７ ７ 人 （ 回収率： ８ ６ ． ５ ％）  

（ 小中学校から の確認票と 照合し 、 有効回答の人数と なっ ています。）  

  

資料 ４ 
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２  調査結果（ 速報値）  

（ １ ） 子ども 向け啓発パンフ レッ ト 「 知っ ておき たいじ ぶんたちの権利のこ

と 」 について 

「 子ども の権利（ 中学生には「 子ども の権利条約」）」 と いう 言葉や、 内容

について聞いたこ と があり ますか。  
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（ ２ ）「 みなと 子ども 相談ねっ と 」 について 

インターネットがつながるスマートフォンや携帯電話、パソコンで相談できる

「みなと子ども相談ねっと」を知っていますか。 

 
（ ３ ）「 ヤングケアラ ー」 について 

  「 ヤングケアラ ー」 と いう 言葉を 知っ ていますか。  
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